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☆食品の用途発明とその論点について（上） ⑴

第１．はじめに
平成27年（2015年）年４月に機能性表示食品制度

が開始され、これを受けて特許・実用新案審査基準
（以下「審査基準」という。）が改定され、平成28年
（2016年）４月に運用が開始された。従前の審査基
準では、食品についての発明は用途限定をしても当
該用途を根拠に新規性が認められることがなかった
のに対して、改定によって用途限定を根拠に新規性

が認められるようになった。
このような食品の用途発明に関する取扱いの変更

から８年以上が経過し、様々な食品の用途発明が日
本国内で特許化されるに至り、これに伴い食品の用
途発明ならではとも思われる実務上の論点について
検討を行う機会もあった。

そこで本稿では、食品の用途発明について解説す
るとともに、食品の用途発明で議論になりやすいと
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